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1

捨
子
養
育
所
設
立
の
趣
旨
と
計
画

　
安
政
四
年
（
一
入
五
七
）
－
一
〇
月
二
六
日
、
江
戸
神
田
仲
町
壼
丁
目
家

主
栄
次
郎
は
、
町
奉
行
所
に
捨
子
養
育
所
を
設
立
し
た
い
旨
の
訴
状
を
提

出
し
た
（
旧
幕
府
卑
語
書
「
市
中
取
締
績
類
集
」
町
人
諸
願
之
部
第
三

、
ノ
中
。
以
下
、
特
に
注
記
の
な
い
か
ぎ
0
1
本
史
料
に
よ
る
）
。
そ
の
訴
状

の
要
旨
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
お
っ
た
。

　
私
、
嘔
栄
次
郎
は
か
ね
て
よ
り
捨
子
の
養
育
に
つ
い
て
、
種
々
考
え
を
め

ぐ
ら
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
一
体
、
捨
子
禁
止
の
法
令
は
元
禄
三
年
（
一

六
九
〇
）
以
来
度
々
く
り
返
さ
れ
て
い
る
。
に
も
．
か
・
わ
ら
ず
い
ま
だ
に

捨
子
は
多
い
。
捨
子
は
や
む
を
え
な
い
理
由
が
あ
る
と
は
い
え
、
親
子
の

愛
情
を
絶
ち
し
か
も
法
を
犯
す
も
の
で
、
誠
に
歎
か
わ
し
い
も
の
で
あ

る
。
一
方
、
捨
子
を
さ
れ
た
町
内
で
は
取
り
あ
え
ず
乳
持
を
さ
が
し
て
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ら
い
に
ん

育
の
手
当
を
す
る
。
そ
し
て
番
所
に
届
け
出
る
。
割
鐘
が
あ
れ
ば
乳
の

で
か
だ
や
身
元
調
査
等
を
し
て
、
関
係
者
一
同
が
願
い
出
る
。
貰
人
に
は



衣
類
や
手
当
金
等
を
支
給
す
る
。
捨
子
が
、
一
〇
歳
に
な
る
ま
で
に
万
一
病

死
な
ど
の
異
変
が
あ
れ
ば
、
す
で
に
町
奉
行
所
に
届
け
る
等
々
、
殊
の
ほ

か
手
数
が
か
か
り
ま
た
経
費
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
た
あ
当
該
の
町
で
は

迷
惑
、
で
あ
る
。
ま
た
手
当
金
や
衣
類
を
得
る
た
め
捨
子
を
貰
い
う
け
な
が

ら
そ
の
捨
子
を
捨
て
た
り
、
」
あ
る
い
は
殺
害
し
て
病
死
と
偽
り
処
罰
を
受

け
る
好
悪
な
者
が
時
お
り
あ
る
。
そ
れ
は
捨
子
が
多
い
か
ら
生
じ
る
も
の

で
あ
り
、
歎
か
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
、
栄
次
郎
が
か
ね
で
ま

り
考
え
て
い
た
捨
子
養
育
法
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
之
記
し
、
捨
子

養
育
所
の
概
要
ど
維
持
運
営
費
の
捻
出
等
々
に
つ
い
て
、
訴
状
は
さ
ら
に

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
ま
ず
御
府
内
の
空
地
を
一
ヶ
所
拝
借
す
る
。
名
称
は
回
生
館
ど
七
、
中

庭
を
広
く
芝
生
に
し
て
小
児
の
遊
戯
場
と
す
る
。
た
だ
し
出
入
口
は
厳
重

に
し
て
外
部
か
ら
勝
手
忙
出
入
で
き
な
い
よ
う
に
猛
て
お
く
。
建
物
は
長
、

屋
建
と
し
間
口
一
，
一
間
ぐ
ら
い
の
板
仕
切
に
す
る
。
取
締
り
の
た
め
役
人
が

時
お
り
巡
回
す
る
。
三
々
で
は
捨
子
が
あ
っ
た
場
合
、
昼
夜
の
別
な
く
何
’

時
で
も
回
生
館
に
申
し
出
る
。
回
生
憎
で
は
一
通
り
様
子
を
聞
い
た
う

え
、
早
速
・
に
捨
子
を
受
け
と
る
。
そ
し
て
乳
持
を
つ
け
て
養
育
す
る
よ
う

に
す
れ
ば
、
捨
子
は
自
然
と
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
。
捨
子
の
成
長
に
応
じ

て
の
教
育
や
乳
持
な
ど
の
雇
傭
、
－
食
事
や
衣
料
費
な
ど
の
維
持
運
営
費
等
．

に
つ
い
で
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
ま
ず
捨
子
養
育
所
の
経
費
に
つ
」
い
て
で
あ
る
が
、
江
戸
市
中
の
自
身
番

屋
・
木
戸
番
屋
．
商
い
番
屋
を
億
じ
め
橋
台
見
守
番
屋
・
髪
結
床
番
屋
等
々

の
無
地
代
の
者
た
ち
が
い
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
た
ち
か
ぢ
場
所
柄
に
応
じ

た
金
額
を
、
河
岸
地
冥
加
上
納
金
の
振
合
で
も
っ
て
冥
加
地
代
と
し
て
徴

収
す
る
。
そ
の
徴
収
し
た
金
額
で
も
っ
て
捨
子
養
育
所
は
十
分
に
維
持
運

営
で
き
よ
う
。
そ
の
う
え
各
町
で
は
捨
子
の
た
め
の
出
費
の
心
配
も
な

く
、
町
人
も
助
か
る
。
ま
た
困
窮
人
も
救
わ
れ
る
た
め
と
も
ど
も
こ
の
上

ど
な
い
御
仁
恵
と
思
わ
れ
る
。

　
右
に
記
し
た
こ
と
は
私
、
栄
次
郎
が
以
前
よ
り
懇
意
に
し
、
ま
た
捨
子

養
育
の
方
法
に
つ
い
て
常
々
心
配
し
て
い
る
医
師
の
福
光
道
甫
と
十
分
に

相
談
し
た
上
で
の
み
の
で
あ
る
。
何
か
御
審
問
が
あ
れ
ば
出
頭
し
て
御
返
、

答
を
申
し
上
げ
た
い
。
身
命
を
投
げ
う
っ
て
丹
誠
を
尽
す
覚
悟
で
あ
る
の

で
、
何
卒
御
慈
悲
を
も
っ
て
御
許
可
を
い
た
だ
き
た
く
、
偏
に
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
と
結
ん
で
い
る
，

2

町
奉
行
定
廻
り
の
上
申
書

　
、
以
上
家
主
栄
次
郎
の
提
出
し
た
捨
子
養
育
所
回
生
館
設
立
の
訴
状
に
つ
」

い
て
、
町
奉
行
定
廻
り
は
調
査
を
命
じ
ち
れ
た
。
そ
の
上
申
書
（
報
告

書
）
に
は
大
要
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
・

　
ま
ず
訴
状
提
出
者
の
家
主
栄
次
郎
の
身
元
調
査
で
あ
る
が
、
栄
次
郎
は

年
齢
四
〇
歳
ぐ
ら
い
、
良
い
ち
は
四
一
歳
ぐ
ら
い
、
伜
二
人
（
十
九
歳
ぐ

ら
い
と
十
二
歳
ぐ
ら
い
）
、
娘
三
人
（
十
五
歳
ぐ
ら
い
、
七
歳
ぐ
ら
い
、
、

五
歳
ぐ
ら
い
）
、
義
弟
一
人
（
三
五
歳
ぐ
ら
い
）
、
女
召
使
一
人
（
二
三
歳

一
ぐ
ら
い
）
合
計
九
人
の
家
族
構
成
で
あ
る
。
．
栄
次
郎
は
当
地
出
生
で
同
町
’

の
家
主
を
年
来
勤
め
、
職
業
は
小
陽
物
類
の
総
意
で
あ
る
。
家
は
間
口
三

間
、
奥
行
入
間
、
二
階
瓦
葺
、
土
蔵
（
二
間
×
二
間
半
）
一
つ
で
あ
る
。

栄
次
郎
は
悪
口
三
六
間
余
の
家
主
を
勤
め
る
ほ
か
、
伜
栄
太
郎
の
名
前
で

同
町
内
上
納
地
一
二
四
坪
の
受
負
を
し
て
い
る
。
義
弟
源
兵
衛
は
間
口
二

〇
問
余
の
家
主
を
勤
め
、
ま
た
栄
次
郎
の
父
親
勝
五
郎
も
間
口
二
〇
間
の

　　　一　二“



家
主
を
勤
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
内
実
は
栄
次
郎
の
支
配
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
主
上
万
全
で
あ
り
、
こ
、
れ
ま
で
と
か
く
の
－

噂
も
な
い
。
し
か
し
町
内
の
七
〇
～
入
○
％
を
一
人
で
家
主
を
し
て
い
る

た
め
「
自
侭
」
の
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
テ
で
、
ほ
か
の
家
主
た
ち
の
気
受
け

は
よ
ろ
し
く
な
い
。

　
医
師
福
光
道
甫
は
松
平
大
学
頭
頼
誠
の
家
来
で
、
元
神
田
仲
町
壼
丁
目

庄
兵
衛
店
に
居
住
し
て
い
た
。
栄
次
郎
と
は
咤
懇
の
間
柄
で
あ
る
。
捨
子

養
育
所
の
こ
と
は
年
来
心
が
け
工
夫
や
計
画
を
こ
ら
し
て
い
る
が
、
陪
距

の
身
分
で
あ
る
た
め
町
人
の
栄
次
郎
を
教
諭
し
、
栄
次
郎
よ
り
出
訴
さ
せ

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
甫
と
て
も
実
現
を
強
要
す
る
ほ
ど
で
は
な

．
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
捨
子
養
育
所
の
維
持
運
営
費
を
捻
出
す
る
た
め
、
冷
々
の
番
屋
や
髪
結

床
な
ど
無
地
代
で
居
住
し
て
い
る
も
の
た
ち
よ
り
、
．
そ
れ
ぞ
江
の
場
所
に

応
じ
た
地
代
を
徴
収
す
る
よ
う
に
と
、
栄
次
郎
は
提
案
し
た
。
し
か
し
髪

結
床
は
い
ず
れ
も
株
主
が
あ
り
、
毎
月
揚
銭
を
取
っ
て
い
る
。
番
屋
も
表

面
上
は
と
毛
か
く
内
実
は
持
主
も
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
揚
銭
を
取
っ
て
い

る
。
定
廻
り
の
上
申
書
は
乱
丁
の
た
め
か
こ
一
こ
で
終
っ
て
い
る
が
、
結
論
・

と
し
て
は
従
来
無
地
代
で
あ
っ
た
番
屋
・
髪
結
床
等
よ
り
新
た
に
地
代
を

徴
収
す
る
こ
と
に
難
色
を
示
し
た
よ
う
で
あ
る
。

掛
与
力
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
町
回
に
捨
子
の
あ
る
の
は
稀

で
あ
る
と
し
、
栄
次
郎
の
訴
状
に
捨
子
が
多
い
と
あ
る
の
に
ま
ず
反
論

し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
繋
駕
差
断
言
響
二
相
嘆
番
屋
二
而
も
疑
二
又
ハ
商
ひ
番
人

　
　
等
は
無
地
代
二
三
三
三
旧
故
を
以
、
番
役
相
旧
来
候
類
も
有
之
候
故
、
，

　
　
新
規
二
地
代
差
出
候
様
相
成
候
ハ
・
苦
情
相
唱
可
申
儀
二
付
、
差
支

　
　
筋
無
御
座
候
と
は
難
申
上
候
、
御
尋
二
付
此
段
猛
煙
上
候
以
上

と
あ
る
。
従
来
無
地
代
で
あ
っ
た
髪
結
床
等
よ
り
新
た
に
地
代
を
徴
収
す

る
こ
と
に
難
色
を
示
し
て
い
る
。

　
安
政
五
年
（
一
入
五
入
）
青
丹
入
日
、
栄
次
郎
代
源
兵
衛
・
五
人
組
勝

五
郎
・
名
主
伊
左
衛
門
代
重
吉
の
三
人
の
連
名
で
、
馳
さ
き
に
提
出
し
た
捨

子
養
育
所
設
立
の
蓄
状
は
「
不
行
届
風
儀
御
座
候
」
に
よ
り
、
訴
状
取
り

下
げ
の
願
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
幕
末
の
江
戸
で
神
田
仲
町
の

家
主
栄
次
郎
に
よ
る
捨
子
養
育
所
設
立
の
件
は
、
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。

二
、
摂
待
所

－
　
摂
待
所
設
立
願

　　　一　三一

3
　
町
奉
行
所
の
処
置

　
右
の
定
廻
り
上
申
書
を
下
付
さ
れ
、
審
問
を
う
け
た
と
思
わ
れ
る
も
の

が
提
抗
し
た
町
奉
行
宛
返
答
書
が
あ
る
。
そ
の
提
出
時
ば
翌
安
政
五
年
二

見
で
あ
る
が
、
提
出
者
は
不
明
で
あ
る
。
町
年
寄
か
あ
る
い
は
市
中
取
締

　
捨
子
養
育
所
設
立
願
の
提
出
を
み
た
五
年
後
の
文
久
二
年
（
一
入
六
・

二
）
二
月
三
日
、
ゴ
江
戸
の
回
附
町
（
現
中
央
区
日
本
橋
）
の
家
持
三
郎
兵

衛
は
、
、
摂
待
所
と
称
す
る
生
活
困
窮
者
収
容
所
の
設
置
願
を
提
出
し
た

（「

s
中
取
締
績
類
集
」
町
人
諸
願
之
部
第
五
ノ
四
。
以
下
特
に
注
記
の

な
い
か
ぎ
り
本
史
料
に
よ
る
）
。
そ
れ
は
間
口
九
尺
×
奥
行
二
間
の
小
屋
・

＼

＼



を
お
よ
そ
六
〇
〇
軒
（
人
数
合
計
一
入
○
○
人
程
度
）
を
三
郎
兵
衛
が
自

．
費
で
建
て
て
、
生
活
困
窮
者
を
無
料
で
五
〇
ヶ
月
入
居
さ
せ
る
。
こ
の
期
　

間
中
店
賃
は
無
料
で
あ
る
の
で
収
容
者
に
日
常
生
活
を
節
約
さ
せ
れ
ば
、

五
〇
ヶ
月
後
の
退
出
時
に
は
生
活
に
若
干
の
ゆ
と
り
が
出
来
よ
う
と
推
測

し
て
い
る
。
，
右
の
願
書
の
ほ
か
「
摂
待
所
掟
書
」
「
諸
取
締
入
用
産
出
方
」

「
給
三
面
」
を
後
日
南
町
奉
行
所
に
提
出
し
た
。
右
願
書
の
冒
頭
に
は
つ

ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
あ
る
。

　
　
　
　
無
三
位
四
三
、

」
　
回
附
町
家
持
三
郎
兵
衛
奉
申
上
候
、
近
年
天
変
地
回
数
度
二
御
座
候

　
　
威
、
七
海
一
両
年
以
来
諸
色
井
県
債
と
も
高
直
骨
付
諸
人
難
渋
不

　
　
少
、
右
二
付
身
分
之
程
も
不
顧
不
相
当
之
大
願
を
襲
歎
願
奉
申
上
候

　
右
に
よ
る
と
場
所
は
神
田
柳
原
土
手
の
空
地
で
、
長
さ
四
七
〇
聞
余
、

幅
は
一
〇
問
余
の
土
地
を
幕
府
か
ら
拝
借
す
る
。
－
そ
こ
に
間
口
九
尺
X
奥

行
二
間
の
小
屋
を
十
六
〇
〇
軒
ほ
ど
三
郎
兵
衛
の
自
費
で
建
設
す
る
。
小

屋
の
入
居
者
は
、
①
繰
寡
孤
独
の
者
、
②
障
害
者
、
③
家
族
が
多
く
稼
ぎ

が
少
な
い
者
、
④
そ
の
他
の
困
窮
者
で
小
屋
入
り
を
望
む
者
と
す
る
。
小

屋
の
賃
貸
料
は
無
料
と
し
、
、
小
屋
入
り
の
五
〇
ヶ
月
間
は
で
き
る
だ
け
質

素
倹
約
を
守
ら
せ
、
諸
雑
費
も
少
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
、
出
所
の
こ
ろ
ば

窮
乏
化
も
ゆ
る
む
で
あ
ろ
ヴ
と
い
う
。

　
さ
ら
に
構
内
に
は
幼
童
手
跡
算
術
指
南
所
、
幼
女
縫
針
髪
結
之
業
指
南

所
、
小
児
種
痘
所
を
各
一
ヶ
所
、
計
三
ヶ
所
を
設
け
、
教
導
者
に
ま
り
幼

童
の
躾
を
す
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
摂
待
所
は
た
ん
な
る
生
活
困
窮
者

の
収
容
所
で
は
な
く
．
幼
児
へ
基
礎
的
な
教
育
を
施
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ

に
特
色
が
あ
る
。
な
お
拝
借
地
の
冥
加
と
し
て
一
ヶ
年
五
〇
両
の
上
納

か
、
御
用
人
足
を
一
ヶ
年
五
〇
〇
人
提
供
す
る
と
あ
る
。

　
願
人
の
三
郎
兵
衛
は
町
役
人
の
調
査
報
告
に
よ
る
と
、
以
前
よ
り
岩
附

町
に
居
住
し
て
質
渡
世
を
営
む
ほ
か
、
田
楽
殿
女
中
の
小
買
物
を
し
て
い

た
。
間
口
四
墨
池
行
二
〇
間
、
沽
券
金
五
〇
〇
両
の
地
所
を
所
有
し
て
い

た
。
右
地
所
内
に
貸
間
×
三
間
の
自
分
建
の
家
作
と
土
蔵
二
つ
を
所
有
し

て
い
た
。
家
族
は
妻
と
男
召
使
三
人
合
計
五
人
暮
し
で
相
応
の
生
活
を
営

み
、
今
迄
と
く
に
処
罰
を
受
け
た
こ
と
は
な
い
と
あ
る
。

2
　
構
内
の
組
織
と
生
活

　
三
郎
兵
衛
の
提
出
し
た
「
拝
借
懇
願
上
達
給
曲
面
」
に
よ
る
と
、
拝
借

地
は
四
七
〇
〇
坪
（
長
さ
四
七
〇
問
、
横
幅
一
〇
層
面
）
で
、
小
屋
三
六

〇
〇
軒
（
一
入
○
○
坪
）
、
往
来
路
次
井
戸
雪
隠
芥
溜
共
（
一
五
〇
〇

坪
）
、
日
用
商
人
出
稼
小
屋
四
五
軒
（
五
四
〇
坪
）
、
往
来
路
次
井
戸
雪
隠

芥
溜
共
（
四
五
〇
坪
）
、
世
話
役
十
二
人
居
所
（
一
二
〇
坪
）
、
摂
待
所

（一

ﾜ
〇
坪
）
、
往
来
路
次
井
戸
芥
溜
共
（
一
四
〇
坪
）
で
、
惣
建
坪
「
は
二

六
二
〇
坪
、
往
来
坪
二
〇
八
○
坪
と
あ
る
（
記
載
さ
れ
た
重
字
を
集
計
す

る
と
、
惣
坪
数
は
四
七
〇
〇
坪
で
一
致
す
る
が
、
惣
建
坪
は
二
六
一
〇

坪
、
往
来
坪
は
二
〇
九
〇
坪
で
あ
る
）
。

，
摂
待
所
内
の
生
活
に
つ
い
て
は
、
同
年
二
月
十
七
日
に
三
郎
兵
衛
の
提

出
し
た
「
摂
待
所
掟
書
」
に
よ
る
と
、
そ
の
大
要
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
一
、
火
の
用
心
に
十
分
心
が
け
る
こ
と
。
二
、
親
子
兄
弟
そ
の

他
を
止
宿
さ
せ
る
と
き
は
摂
待
所
の
許
し
を
う
け
る
こ
と
。
三
、
五
人
宛

一
組
を
つ
く
り
、
不
取
締
の
な
い
ま
う
に
し
組
合
内
で
穏
便
に
す
ま
す
よ

う
に
す
る
こ
と
。
四
、
、
借
金
を
す
る
者
は
元
町
に
送
り
帰
す
コ
五
、
世
話

役
は
音
物
な
ど
を
受
理
し
て
ば
い
け
な
い
。
ま
た
酒
宴
な
ど
も
禁
止
す
る

一四一り



．．

凾
ﾅ
あ
っ
た
。

　
入
所
者
の
日
常
の
買
物
は
、
構
内
の
眉
用
商
人
出
稼
小
屋
よ
り
購
入
す

る
の
が
原
則
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
五
種
類
の
商
人
が
各
三
軒
宛
の
四
五
軒

で
あ
っ
た
。
一
、
五
種
の
商
人
た
ち
の
業
種
は
、
垣
楯
渡
世
・
炭
山
渡
世
・

酒
醤
油
・
燈
油
蝋
燭
・
入
百
屋
・
紙
墨
渡
世
・
着
物
渡
世
・
豆
腐
屋
・
足
・

袋
股
引
・
温
藤
屋
・
飯
屋
・
質
屋
・
髪
結
職
・
風
呂
屋
・
塩
物
屋
で
あ
る
。

　
な
お
、
同
年
入
月
に
三
郎
兵
衛
が
再
審
し
た
お
り
に
は
、
前
回
に
は
見

ら
れ
な
か
っ
た
「
小
屋
入
三
者
申
渡
心
得
方
」
（
「
市
中
取
締
書
留
」
文
久

十
一
ノ
ニ
）
が
記
さ
れ
て
あ
る
の
で
、
参
考
ま
で
に
左
に
挙
げ
て
お
く
。

　
　
　
　
　
小
屋
入
之
者
申
渡
心
得
方

　
一
小
屋
入
望
之
者
共
其
町
家
主
同
道
二
而
可
申
出
、
且
人
別
之
儀
は
小

　
　
屋
入
年
限
中
其
侭
元
町
二
差
置
、
一
都
而
公
事
出
入
共
於
摂
待
所
構
ひ

　
　
面
罵
趣
も
前
以
家
主
江
申
渡
、
小
屋
入
可
申
付
候
、

　
一
小
屋
入
望
之
者
有
之
鋳
口
・
、
其
者
平
常
之
行
状
相
探
り
奢
遊
興
大

　
　
酒
を
好
、
自
ど
園
窮
二
成
端
反
不
身
持
之
者
は
相
除
、
平
常
行
状
宜

　
　
敷
不
時
三
物
入
相
嵩
別
冊
三
三
二
三
し
三
者
、
其
者
家
主
6
申
出
次

　
　
第
小
屋
入
可
申
付
候

，
一
小
屋
入
年
限
三
三
ら
質
素
倹
約
を
相
守
、
仮
令
摂
待
所
世
話
役
三
者

　
　
ぽ
不
及
申
音
信
早
送
物
直
垂
而
致
間
直
、
‘
諸
親
類
筋
同
断
可
致
都
而

　
　
諸
雑
費
相
懸
り
候
儀
面
相
除
可
申
候
、
小
屋
在
留
中
月
雪
之
品
一
畳

　
　
現
金
二
買
面
前
申
候
、
若
脇
一
二
而
貸
売
致
代
銭
相
滞
貸
主
6
摂
待

　
　
所
江
申
出
候
共
、
取
扱
不
申
候
趣
も
相
弁
可
申
候

、
一
小
屋
芸
者
縮
緬
絹
布
之
衣
類
所
持
有
之
問
敷
は
勿
論
二
有
之
候
共
、

　
　
若
心
得
違
之
者
有
之
他
借
杯
致
候
共
、
着
服
決
而
無
用
人
事
、
同
宿

　
　
之
内
日
数
十
日
以
上
相
思
稼
も
成
兼
候
程
之
病
者
有
之
候
節
は
、
小

、
屋
組
合
之
者
共
打
寄
三
世
回
忌
遣
し
可
申
候
、
若
病
死
致
候
共
葬
式

　
送
り
は
組
合
限
り
可
致
候
・

一
小
屋
組
合
之
儀
は
讐
は
い
印
旛
番
之
小
屋
6
同
五
番
七
人
数
高
命
人

　
宛
一
ト
組
合
ト
量
定
、
余
は
右
二
直
し
日
用
商
人
是
又
同
…
様
二
組
合

　
可
申
、
若
組
合
之
内
不
取
締
之
義
有
之
候
歎
又
は
不
諜
者
有
之
候

’
ハ
・
、
組
合
打
寄
異
見
差
鷹
取
捌
其
上
不
行
届
之
仕
儀
有
之
候
ハ
・

　
摂
待
所
江
可
申
出
、
乍
併
事
穏
便
面
取
歯
苔
は
組
合
共
之
規
模
二
可

　
有
之
候

二
小
屋
入
墨
者
共
店
賃
其
外
諸
雑
費
不
面
掛
様
取
斗
差
置
候
共
、
無
謂

　
無
益
之
散
財
三
三
借
杯
出
来
書
置
而
は
小
屋
入
致
候
詮
三
三
問
敷
、
、

　
畢
尭
は
平
常
暮
方
不
始
末
6
事
起
り
畝
間
、
常
一
専
ら
質
素
倹
約
を

　
相
守
年
限
中
二
身
分
相
輪
之
元
手
金
貯
候
様
厚
心
懸
、
乍
恐
莫
太
之

　
御
恩
徳
辻
三
封
　
御
絵
光
速
二
相
顕
候
様
一
統
家
業
相
盛
良
民
二
三
．

　
し
候
様
心
掛
可
罰
候
、
仮
令
吉
凶
二
心
親
類
又
は
組
合
打
寄
席
，
等
之

　
用
談
致
候
共
、
酒
宴
ケ
石
敷
儀
決
再
演
間
敷
候

3
回
持
運
営
費

　
摂
待
所
は
願
人
三
郎
兵
衛
に
よ
る
と
幕
府
よ
り
土
地
を
借
用
し
h
建
設

費
は
全
額
三
郎
兵
衛
の
負
担
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
も
小
屋
の
賃

貸
料
は
無
料
で
あ
る
た
め
、
そ
の
維
持
運
営
費
の
捻
出
は
三
郎
兵
衛
の
提

・
出
し
た
「
諸
入
用
産
出
方
」
に
よ
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

小
屋
一
軒
の
人
数
億
三
人
と
見
積
る
。
一
日
一
人
白
米
四
合
五
夕
ど
し
、

二
〇
〇
軒
の
人
数
六
〇
〇
人
と
す
る
と
一
日
に
二
面
七
斗
、
一
月
で
入
一

石
と
な
る
。
金
一
両
に
付
白
米
五
斗
の
相
場
に
見
積
る
と
そ
の
金
額
は
一

一五一



六
二
両
と
な
る
。
右
は
米
渡
世
者
の
場
合
で
あ
る
が
、
米
商
を
は
じ
め
炭

薪
渡
世
な
ど
前
記
一
五
業
の
商
人
に
問
い
あ
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
一
軒
の
商

家
が
二
〇
〇
軒
（
人
数
六
〇
〇
人
）
の
商
売
を
す
る
な
ら
、
物
に
よ
っ
て

は
一
割
か
ら
二
割
安
《
し
て
も
商
売
が
成
立
す
る
と
い
う
。

　
そ
こ
で
一
業
種
宛
三
人
と
し
合
計
四
五
人
の
商
人
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
一
、
三

分
一
二
坪
、
一
坪
に
つ
き
銀
三
匁
を
徴
収
す
る
と
一
軒
で
一
ヶ
月
銀
三
六

匁
、
一
ヶ
年
銀
四
三
二
匁
と
な
る
。
こ
れ
が
四
五
人
分
で
は
一
ヶ
月
銀
一

貫
六
二
〇
匁
、
一
ヶ
年
銀
一
九
貫
四
四
〇
匁
と
な
り
、
．
こ
れ
を
金
に
換
算

す
る
と
三
二
四
両
と
な
る
。
そ
の
内
の
五
〇
両
は
冥
加
金
、
一
二
〇
両
は
ヒ

小
屋
普
請
と
非
常
積
金
、
残
り
の
、
一
五
四
両
は
摂
待
所
諸
入
用
世
話
役
や

教
導
人
の
給
料
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
っ

　
つ
ま
り
小
屋
に
居
住
す
る
者
は
日
用
の
諸
品
を
摂
待
所
構
内
の
商
人
よ

り
購
入
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
小
屋
の
居
住
者
が
構
外
で
品
物
を
購
入

，
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
構
内
の
商
人
は
安
値
で
品
物
を
販
売
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
摂
待
所
内
の
各
商
人
は
地
代
を
一
ヶ

月
銀
三
六
匁
支
払
う
。
摂
待
所
の
維
持
運
営
は
そ
の
地
代
金
で
賄
う
。
ま

た
幕
府
へ
の
冥
加
金
を
は
じ
め
小
屋
の
普
請
代
や
世
話
役
・
教
導
者
等
の

給
金
等
一
切
も
右
の
地
代
金
で
賄
う
計
画
で
あ
っ
た
。
厄

4
　
願
書
不
採
用
の
理
由

　
　
前
述
し
た
よ
う
に
文
久
二
年
二
月
三
日
、
岩
附
町
家
持
三
郎
兵
衛
は
摂

　
待
所
設
立
願
を
南
町
奉
行
所
に
提
出
し
た
。
そ
の
後
「
摂
待
所
掟
書
」

　
「
諸
取
締
入
用
産
出
方
」
「
緯
道
面
」
等
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
町
奉
行
所

，
は
訴
状
や
掟
書
等
を
町
年
寄
に
渡
し
調
査
を
命
じ
た
。
同
二
月
に
町
年
寄

館
市
右
衛
門
・
栗
山
藤
左
衛
門
の
連
名
で
奉
行
所
宛
返
答
書
の
提
出
を
み

た
。
そ
の
大
要
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
第
一
に
摂
待
所
と
い
う
名
称
で
は
あ
る
が
、
一
つ
の
構
内
に
新
開
町
屋

を
つ
く
り
、
日
用
出
稼
商
人
に
貸
付
け
る
企
画
で
あ
る
。

　
第
二
に
摂
待
直
黒
町
年
寄
の
直
支
配
を
願
い
出
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は

自
然
と
近
辺
名
主
の
指
図
を
受
け
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
第
三
に
摂
待
所
設
置
予
定
地
は
材
木
奉
行
支
配
の
石
置
場
で
あ
る
。
ま

た
勘
定
奉
行
支
配
の
嶋
会
所
・
油
会
所
・
炭
会
所
等
も
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
他
支
配
地
が
多
く
、
町
方
持
の
地
は
少
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
最
後
に
出
稼
商
人
の
人
別
は
元
地
に
あ
る
の
に
、
出
稼
先
の
場
所
に
竈

を
造
る
の
は
不
都
合
の
三
筋
で
あ
る
。
今
後
他
に
も
悪
影
響
を
お
よ
ぼ
す

こ
と
に
な
る
と
し
て
、
「
不
鼻
熊
御
沙
汰
儀
と
量
産
候
」
ど
返
答
し
て
い
　
［

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
右
の
町
年
寄
返
答
書
に
も
と
づ
い
て
同
二
月
南
町
奉
行
の
市
中
取
締
掛
　
　
一

ほ
「
町
年
寄
方
二
面
取
調
候
処
、
品
｝
差
障
も
有
之
候
間
、
願
倉
皇
枕
被

及
御
沙
汰
、
訴
状
御
下
相
成
候
方
と
奉
存
外
」
と
不
許
可
の
結
論
を
下
し

た
ゆ
そ
の
旨
が
同
役
の
北
町
奉
行
市
中
取
締
掛
に
伝
え
ら
れ
、
翌
三
丹
同

掛
よ
り
同
意
の
返
事
を
得
て
、
三
月
十
一
日
に
願
書
差
戻
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
三
郎
兵
衛
は
屈
せ
ず
、
同
年
三
月
三
日
再
び
摂
待
所
設
立
願
を
、

．
町
奉
行
所
に
提
出
し
た
（
旧
幕
府
引
継
書
「
市
中
取
締
書
留
」
文
久
十
一

ノ
ニ
（
以
下
は
本
史
料
に
よ
る
）
。
そ
の
前
文
に
は

　
　
　
　
壁
塗
仕
講
整
候

　
　
一
揖
附
町
家
二
三
郎
兵
衛
奉
申
上
候
、
近
来
毒
血
天
変
地
太
数
度
相
・

　
　
績
、
三
章
三
年
以
来
諸
色
井
米
二
面
直
段
頻
二
、
引
上
諸
人
之
難
渋
不
　
’

　
　
少
候
日
付
、
當
二
月
三
日
南



　
　
御
番
所
様
江
柳
原
御
土
手
外
御
明
地
拝
借
奉
願
上
井
衆
人
摂
待
小
屋

　
　
起
立
仕
度
段
御
訴
訟
奉
申
上
候
庭
、
三
月
十
一
臥
願
書
御
差
戻
二
相

　
　
成
、
年
来
之
願
意
一
時
二
三
失
ひ
深
痛
実
罷
在
候
、
然
候
慮
去
三
年

　
　
諸
国
三
三
三
豊
三
二
御
座
三
二
付
、
諸
色
回
米
贋
三
一
必
定
下
落
可

　
　
仕
と
賦
存
弓
庭
、
三
三
一
向
下
落
不
三
三
系
付
、
諸
人
弥
以
困
窮
難

　
　
渋
之
折
柄
當
六
月
中
旬
6
御
府
内
一
般
麻
疹
流
行
仕
、
死
失
之
者
彩

　
　
敷
不
斗
螺
寡
孤
濁
此
身
と
相
成
候
者
共
、
又
は
累
年
困
窮
難
渋
再
見

　
、
も
の
数
多
出
来
仕
、
就
中
其
日
稼
忍
者
井
定
給
定
賃
請
取
候
者
共
日

　
　
毎
二
稼
高
二
限
り
有
之
、
右
様
諸
色
高
債
之
上
は
猶
更
窮
迫
弥
増
候

　
．
儀
二
付
、
乍
恐
重
一
歎
ケ
敷
奉
存
候
、
且
今
般
御
國
益
筋
被
仰
達
候

　
　
廉
も
奉
承
伏
候
二
付
、
民
を
潤
候
は
御
蓋
益
之
端
二
頂
相
准
し
可
申

　
　
哉
と
難
得
御
時
節
到
来
と
奉
存
二
二
付
、
乍
恐
私
身
分
之
程
茂
不
仁

　
　
不
相
当
之
大
願
を
起
し
御
訴
訟
仕
候
、
趣
意
左
上
車
上
候

と
あ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
小
屋
収
容
者
、
小
屋
の
規
模
等
を
前
回
同
様
に

述
べ
、
柳
原
土
手
が
拝
借
地
と
し
て
支
障
が
あ
る
な
ら
ば
、
外
神
田
佐
久

間
一
丁
目
地
先
川
岸
地
同
額
花
房
又
は
上
野
忍
池
土
手
上
で
も
よ
い
と
し

て
い
る
。
ま
た
阿
所
内
の
「
掟
」
「
小
屋
前
之
者
申
渡
心
得
方
」
「
摂
待
所

弄
世
話
役
三
者
共
心
得
方
」
「
摂
待
所
弄
小
屋
之
諸
入
用
産
出
方
」
も
あ

わ
せ
再
提
出
し
た
。
拝
借
地
の
候
補
を
新
だ
に
付
加
し
た
ほ
か
は
、
そ
の

内
容
は
以
前
提
出
し
た
も
の
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

　
し
か
し
二
日
後
の
五
日
に
い
た
り
、
一
度
却
下
さ
れ
た
も
の
を
再
度
提
・

出
す
る
こ
と
は
不
可
で
あ
る
と
さ
れ
、
三
郎
兵
衛
は
願
書
等
の
払
い
下
げ

を
願
い
で
た
。

　
三
郎
兵
衛
の
意
企
し
た
困
窮
人
救
済
と
い
う
、
摂
待
所
本
来
の
趣
旨
は

町
年
寄
な
ら
び
に
町
奉
行
の
容
認
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
く
に
町
年
寄

は
町
方
支
配
組
織
の
変
更
は
好
ま
ず
、
ま
た
町
奉
行
市
中
取
締
掛
も
反
対
．

す
る
町
年
寄
の
意
見
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
だ
の
で
あ
っ
た
。
、

結
　
語

　
江
戸
．
大
坂
・
京
都
と
い
っ
た
近
世
大
都
市
に
あ
っ
て
は
、
捨
子
の
養

育
は
以
前
よ
り
問
題
視
き
れ
町
々
を
悩
ま
す
社
会
問
題
の
一
つ
で
あ
っ

た
。
捨
子
を
扱
う
の
は
町
役
人
で
あ
り
、
そ
の
経
済
的
負
担
は
適
々
の
地

主
が
負
う
た
の
で
あ
る
。
江
戸
で
は
捨
子
を
黄
表
紙
の
中
で
も
取
り
あ
げ

た
も
の
が
あ
る
が
、
．
川
柳
に
も
よ
ま
れ
て
「
蜜
柑
籠
」
と
称
さ
れ
て
い

た
。
捨
子
は
通
常
、
蜜
柑
籠
に
入
れ
て
捨
て
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か

し
幕
末
に
看
る
乏
蜜
柑
籠
で
看
く
、
鰻
の
籠
に
入
れ
ら
れ
た
捨
子
が
あ
っ

て
、
人
々
を
驚
か
せ
話
題
と
な
ρ
た
こ
と
が
あ
る
。
．
幕
府
は
捨
子
の
あ
っ

た
軽
々
に
そ
の
養
育
を
命
じ
、
悪
質
な
養
育
者
を
処
罰
す
る
に
と
ど
ま
つ

「
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
幕
末
で
は
あ
る
が
前
述
し
た
よ
う
に

回
生
館
と
称
す
る
捨
子
養
育
所
を
建
設
す
る
と
い
う
構
想
は
斬
新
な
も
の

で
あ
っ
た
。
藩
医
の
示
唆
に
よ
る
富
裕
な
一
江
戸
町
人
の
出
願
は
、
そ
の

意
味
に
お
い
て
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
れ
よ
り
以
前
、
佐
藤
信
淵
は
『
垂
統
秘
録
』
の
末
尾
に
小
学
校
篇
を

記
し
、
村
で
洪
水
・
火
災
等
が
生
じ
た
と
き
の
救
済
機
関
と
し
て
「
広
済

館
」
、
病
人
の
治
療
所
と
し
て
「
療
病
館
」
、
そ
し
て
「
慈
育
館
」
人
貧
民
・

の
赤
子
、
出
生
よ
り
四
・
五
歳
ま
で
）
・
「
遊
君
廠
」
（
四
・
五
歳
よ
り
七
歳
．

ま
で
）
・
「
教
育
所
」
（
三
歳
以
上
の
男
女
、
筆
算
と
雑
書
の
素
読
等
を
教
え

る
）
を
設
置
す
る
こ
と
を
提
議
し
て
い
る
。
と
く
に
「
慈
育
館
」
は
都
下

に
も
建
設
す
る
よ
う
に
と
い
う
。
右
の
よ
う
な
社
会
事
業
・
福
祉
施
設
の
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必
要
性
を
強
調
す
る
背
景
に
は
、
幕
末
に
お
け
る
封
建
体
制
の
諸
矛
盾
の

拡
大
と
崩
壊
過
程
と
し
て
の
危
機
の
深
化
を
意
識
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
信
淵
は
『
経
済
要
略
』
（
文
政
五
、
一
入
二
二
年
）
で
「
施
行

所
・
養
生
所
・
養
育
所
」
を
説
き
、
『
混
同
秘
策
』
（
文
政
六
、
一
入
二
三

年
）
で
は
三
権
の
機
能
は
「
門
院
」
と
「
病
院
」
が
分
担
す
る
と
し
た
。

『
混
同
秘
策
』
、
の
附
「
夕
山
法
略
説
』
で
は
『
広
済
館
・
療
病
館
』
の
名
称

が
使
用
さ
れ
は
じ
め
、
『
養
育
館
』
（
赤
子
よ
り
七
・
並
並
以
下
）
は
あ
る
．

が
「
遊
吟
廠
」
「
教
育
所
」
「
の
名
称
は
な
い
。
さ
ら
に
『
農
政
本
論
』
（
文

政
十
二
～
天
保
三
、
一
入
二
九
ジ
一
入
三
二
年
）
で
は
「
広
済
逢
引
療
病

館
・
慈
心
館
・
遊
児
館
」
と
『
垂
統
秘
録
』
と
ほ
ぼ
同
じ
も
め
が
使
用
さ

れ
始
ま
る
が
「
教
育
所
」
は
見
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
『
垂
統
秘

録
』
の
口
授
年
代
は
一
応
天
保
四
年
（
一
入
三
三
）
頃
と
推
定
さ
れ
て
い

る
（
島
崎
隆
夫
「
佐
藤
信
淵
」
『
日
本
思
想
大
系
』
4
5
所
収
）
。
　
▼

　
そ
の
後
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
，
正
月
、
目
付
兼
蕃
書
調
所
総
裁
で
あ
、

つ
た
大
久
保
右
近
将
監
忠
寛
の
「
病
幼
院
意
見
書
」
に
よ
る
と
、
大
久
保

は
病
人
五
〇
〇
人
、
小
児
三
〇
〇
人
を
収
容
す
る
「
病
幼
生
」
を
番
町
薬

園
内
に
設
立
す
る
こ
と
を
提
議
し
て
い
る
。
そ
の
草
案
は
平
山
省
斎
に
よ

’
る
も
の
で
収
容
人
数
も
病
人
一
〇
〇
人
、
小
児
一
〇
〇
人
で
あ
っ
た
と
い

う
。
し
か
し
大
久
保
は
以
前
よ
り
松
平
定
信
に
私
淑
し
て
い
た
た
め
、
町

内
の
祭
礼
入
用
を
節
約
七
地
面
一
ヶ
所
に
つ
き
平
均
一
両
を
上
納
さ
せ
、

そ
の
費
用
で
病
閉
院
の
経
費
に
あ
て
、
人
数
も
先
述
し
た
よ
う
に
三
倍
五

倍
と
拡
大
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
意
見
書
を
提
出
し
た
年
の
四
月
大

久
保
は
駿
府
奉
行
に
転
じ
た
た
め
か
沙
汰
止
み
と
な
っ
た
9
（
「
江
戸
」
二

巻
三
綴
）
。
そ
の
後
慶
応
三
年
（
一
入
六
七
）
奥
医
師
の
松
本
順
．
（
良
順
）
．

ら
三
人
は
徳
丸
・
戸
田
原
・
小
金
原
・
那
須
野
等
を
牧
場
と
し
、
三
三
を

牧
養
し
た
利
益
で
病
院
・
棄
児
院
・
貧
院
等
の
建
設
を
建
白
し
て
い
る
こ

と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
（
「
江
戸
」
一
巻
三
悪
）
。

　
幼
少
児
の
養
育
ど
は
別
に
、
文
久
二
年
（
一
入
六
二
）
馳
や
は
り
江
戸
の

一
町
人
三
郎
兵
衛
が
願
い
出
た
摂
待
所
と
称
す
る
生
活
困
窮
者
の
収
容
所

は
、
」
お
よ
そ
．
一
八
○
○
人
の
規
模
で
あ
っ
た
。
建
設
地
は
幕
府
の
拝
領
地

と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
建
築
費
は
自
力
で
賄
う
ど
い
う
。
構
内
の
居
住
者

（
収
容
者
）
は
同
t
構
内
め
商
店
よ
り
生
活
用
品
を
購
入
し
、
構
内
の
商

人
よ
り
徴
収
す
る
地
代
で
維
持
運
営
費
に
充
当
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
収
容
の
幼
童
に
た
い
し
男
子
に
は
手
跡
算
術
、
女
子
に
は
縫
針

，
髪
結
を
無
料
で
教
え
る
と
い
う
配
慮
も
あ
ρ
た
（
教
導
者
の
給
金
は
維
持

運
営
費
で
賄
う
）
の
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
収
容
期
限
を
五
〇
ヶ
月

と
し
、
入
居
料
は
無
料
と
し
て
、
収
容
中
は
で
き
る
だ
け
無
駄
を
省
い
た

質
素
な
生
活
を
送
ら
せ
、
出
所
時
に
は
若
干
の
貯
え
を
持
っ
た
「
良
民
」

と
す
る
と
い
う
点
に
も
特
色
が
認
め
ら
れ
る
。

　
捨
子
養
育
所
（
回
生
館
）
も
、
困
窮
者
収
容
所
（
摂
待
所
）
も
と
も
に

従
来
の
町
の
行
政
支
配
体
制
に
抵
触
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
町
年
寄
や
町

奉
行
所
の
市
中
取
締
掛
の
容
認
す
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
、
実
現
化
さ
れ
る

こ
と
な
く
終
る
。
し
か
し
さ
き
の
佐
藤
信
淵
の
案
、
大
久
保
忠
寛
の
建
議

も
幕
末
か
そ
れ
に
近
い
こ
ろ
に
生
じ
て
い
．
る
。
封
建
社
会
の
歪
の
拡
大
、

矛
盾
性
が
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
り
有
識
者
の
提
案
が
相
つ
い
で
提
唱
さ
れ

は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
紹
介
し
た
回
生
館
と
摂
待
所
の
二
件
は
、

学
者
・
思
想
家
や
為
政
者
の
武
士
（
役
人
）
で
も
な
い
、
大
都
市
に
居
住

す
る
町
人
め
中
よ
り
提
起
を
み
た
と
こ
ろ
に
大
き
な
意
義
が
存
在
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

し
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付
、
史
料
翻
刻

　
史
料
一
、
捨
子
養
育
所

　
　
　
（
「
市
中
取
締
績
類
集
」
・
町
人
諸
国
之
部
よ
り
）

誕
塵
層
岬
壕
頁
参
照
．

　
神
田
仲
町
壼
町
目
家
主
栄
次
郎
捨
子
養
育
所
取
建
度
岩
壁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蜂
屋
新
五
郎

肇
丹
塗
午
熱
輔
を
以
御
渡

　
乍
恐
罫
書
付
置
訴
訟
奉
申
上
候

一
神
田
仲
町
壼
丁
目
家
主
栄
次
郎
奉
申
上
候
、
私
儀
年
来
捨
子
養
育
方
井

捨
子
無
断
様
之
仕
法
愚
考
仕
居
候
慮
、
捨
子
之
儀
目
付
而
は
元
禄
三
午

年
十
月
中
、
捨
子
致
候
事
弥
御
野
鼠
二
候
、
養
育
成
か
た
き
訳
有
之
回

書
、
、
奉
公
人
は
其
主
人
御
領
は
御
代
官
手
代
、
私
領
二
候
ハ
・
其
村

一
名
主
五
人
組
、
町
方
は
其
所
之
名
主
五
人
組
江
其
品
申
．
出
へ
し
、
は

ご
く
み
成
か
た
ぎ
二
お
み
て
は
其
所
二
而
養
育
可
仕
旨
同
年
以
来
今
一

御
触
有
之
、
其
外
捨
子
無
爵
様
御
取
締
方
等
品
≧
被
笠
渡
御
座
軽
四
、

只
今
以
捨
子
多
有
之
、
捨
候
親
共
二
お
み
て
は
御
幽
霊
之
段
は
何
れ
も

相
弁
可
罷
在
郎
子
共
、
実
一
無
振
子
細
有
之
養
育
難
相
成
親
子
之
愛
情

を
絶
、
乍
弁
御
掛
禁
を
犯
二
段
誠
以
歎
ヶ
敷
、
殊
二
捨
子
被
致
候
町
内

二
而
は
不
取
敢
乳
鋲
相
尋
養
育
方
手
当
い
た
し
御
番
所
様
江
御
訴
申
上
、

猶
又
舌
人
有
之
候
得
憾
出
塁
之
有
無
井
身
元
等
相
糺
、
双
方
一
同
御
三

　
回
申
上
衣
類
手
当
金
三
相
添
差
遣
候
上
、
拾
歳
相
成
三
年
之
町
は
違
変

　
等
有
之
候
得
は
三
一
御
三
申
上
回
付
、
殊
等
外
手
数
且
入
用
等
も
多
相

　
懸
り
三
三
難
渋
仕
候
、
・
然
候
塵
好
悪
之
も
の
と
も
右
衣
類
手
当
金
等
可

　
弓
取
た
め
巧
ミ
を
朕
貰
受
候
捨
子
を
二
又
捨
、
或
は
殺
病
死
三
三
三
二

　
仕
成
し
厳
科
蒙
御
仕
置
候
も
の
間
一
有
之
、
右
は
捨
子
多
有
之
故
之
儀

’
と
三
二
三
歎
ヶ
敷
、
三
三
私
儀
四
捨
子
養
育
方
之
仕
法
多
年
心
懸
ヶ
愚

　
三
三
候
趣
左
二
奉
申
上
髭

一
廓
府
内
之
内
明
地
壼
ヶ
所
見
立
禰
三
訂
旧
離
建
二
い
た
し
間
口

武
三
位
板
仕
切
回
付
二
三
、
回
生
館
と
名
目
三
三
付
、
中
庭
篤
く
芝
地

　
こ
い
た
し
小
児
遊
戯
之
場
所
二
三
出
入
口
〆
り
は
厳
重
二
い
た
し
自
侭

　
圏
外
6
出
這
入
等
不
相
成
仕

御
公
儀
様
6
も
為
御
取
締
御
役
人
様
方
折
節
御
見
廻
り
被
上
置
、
且
堕

胎
井
捨
子
三
儀
は
三
又
厳
禁
回
避
出
、
前
書
御
触
面
之
通
関
撮
子
細
有

之
養
育
難
相
成
も
の
井
町
3
捨
子
之
分
ハ
右
草
生
館
江
申
出
候
得
は
．

昼
夜
之
無
差
別
何
時
二
輪
も
一
ト
通
始
末
承
り
早
速
受
取
、
乳
持
回
付

養
育
致
事
様
仕
候
ハ
・
自
然
捨
子
は
相
減
可
申
為
、
又
成
長
．
二
随
ひ
教

授
方
其
外
乳
持
抱
入
衣
類
電
食
相
之
賄
方
、
井
成
長
男
女
所
置
等
三
儀

・
ば
追
一
可
奉
申
上
候

一
右
入
費
画
壇
は
、
御
府
内
町
一
季
身
番
屋
・
木
戸
番
屋
・
底
ひ
番
屋
回

外
明
地
橋
台
見
守
番
屋
・
髪
結
床
番
屋
等
都
而
無
地
代
二
而
罷
在
候
も
の

共
6
、
場
所
柄
二
細
し
河
岸
地
冥
加
上
納
金
之
振
合
を
以
、
冥
加
地
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

被
仰
付
右
．
を
以
取
賄
仕
遺
財
・
曽
易
二
行
届
、
且
町
≧
二
お
み
て
も
捨

子
入
費
耳
垂
無
之
一
統
難
論
奉
存
候
、
尤
窮
民
御
講
此
上
も
無
之

御
仁
恵
と
乍
恐
翌
週
候
、
勿
論
前
文
養
護
ダ
は
私
儀
而
入
魂
仕
候
医
師

福
光
道
甫
儀
も
、
右
捨
子
養
育
方
之
儀
常
一
心
配
い
た
し
居
、
且
同
人

ノ

一九一



回
付
も
私
同
様
一
儀
二
一
得
と
一
一
合
一
一
二
御
座
能
間
、
御
尋
之
上

は
罷
出
御
答
申
上
、
三
一
拠
身
命
丹
誠
三
三
三
間
、
何
卒
以
御
慈
悲
右

回
段
御
聞
済
三
下
置
旧
弓
偏
二
三
願
上
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
田
仲
町
四
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
安
政
四
巳
年
十
月
廿
六
日
　
‘
　
　
　
願
　
人
　
栄
次
郎
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
人
組
勝
五
郎
印

．
御
奉
行
所
様

極
子
馨
阯
三
三
灘
）
二
三
申
し
候
書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
田
仲
町
登
三
月
家
主
栄
治
郎
儀
、
回
生
館
と
申
名
目
二
扁
捨
子
養
育
弓

取
建
、
捨
子
無
之
三
之
丞
法
相
考
＼
尤
右
仕
法
立
二
付
入
費
三
儀
は
三
一

番
屋
髪
結
床
回
外
無
地
代
二
而
三
三
候
も
の
共
6
軽
キ
地
代
為
差
出
候

ハ
・
、
町
一
こ
お
み
て
捨
子
入
費
之
三
無
三
三
三
三
奉
存
旨
奉
願
上
三
二

付
、
差
支
有
無
探
候
様
御
尋
二
「
御
座
候
三
儀

、
御
仁
慈
之
堺
筋
二
相
成
三
儀
回
申
上
候
は
恐
三
三
三
共
、
捨
子
三
口
者
多

く
可
相
成
欺
、
此
上
御
遡
禁
相
三
三
も
の
相
増
自
然
御
吟
味
受
三
者
出
来

候
は
歎
敷
、
且
町
一
二
捨
子
有
之
候
は
稀
二
三
、
番
屋
地
代
差
出
候
は
定

式
二
相
成
、
番
屋
二
一
も
髪
結
又
三
三
ひ
番
人
等
は
無
地
代
二
而
三
三
旧
故

を
以
、
番
役
柑
旧
来
候
類
も
有
之
候
故
、
新
規
二
地
代
差
出
候
様
相
成
候

ハ
㌧
苦
情
相
三
三
三
儀
二
三
、
差
支
筋
無
御
座
候
と
は
回
申
上
記
、
御
尋

二
付
此
段
奉
申
上
候
以
上

　
午
二
月

被
仰
付
候
．

・
風
聞
書

定
廻

去
巳
十
月
廿
六
日
神
田
仲
町
壼
町
目
家
主
栄
次
郎
儀
、
回
生
館
と
旧
名
三

二
而
捨
子
養
育
弓
取
建
、
右
捨
子
無
之
様
三
三
法
相
考
及
出
訴
候
三
二
付
同

人
身
分
回
外
差
支
三
儀
三
三
三
三
左
回
申
上
四

神
田
仲
町
回
町
目
家
主

　
　
願
人同

人
妻

伜娘
伜
「娘同右

い
ち
弟

召
継

栄
次
郎

　
年
四
十
位

い
　
　
ち

　
同
四
十
三
位

栄
太
郎

　
同
十
九
位

け
　
　
　
ゐ

　
同
十
五
位

多
．
三
郎

　
三
十
三
位

み
　
　
よ

　
同
七
位

く
　
　
　
ら

　
同
五
位
・

平
兵
衛

　
同
三
十
五
位

た
　
　
け

　
同
武
十
三
位

三
栄
次
郎
儀
ハ
御
当
地
出
生
二
三
年
来
右
回
家
主
二
而
小
間
物
嵩
置
売
渡
三

三
在
ハ
間
巳
三
間
奥
行
三
三
三
階
象
瓦
葺
・
右
回
内
三
間
山
県
丁
半
之
土

一
δ

「
、



蔵
登
ケ
所
所
持
三
二
、
間
口
三
拾
六
三
余
家
主
致
し
、
其
上
伜
栄
太
郎
名

前
二
而
同
町
内
上
納
地
百
武
拾
四
坪
三
三
負
致
し
居
、
前
書
源
兵
衛
ハ
間

口
武
拾
雲
母
之
家
主
致
し
罷
在
、
栄
次
郎
父
勝
五
郎
ど
申
も
の
は
三
又
同

断
武
拾
間
口
之
家
主
役
二
而
、
右
は
内
実
何
れ
も
栄
次
郎
進
退
致
し
三
三
、

外
二
同
町
旧
記
勇
吉
所
持
之
三
三
ー
ヶ
所
相
旧
居
身
上
全
万
成
三
三
、
是

迄
如
何
之
風
聞
三
無
四
四
得
共
、
町
内
七
三
四
通
も
三
人
二
而
家
守
致
し

居
候
二
三
、
自
然
自
侭
弓
取
斗
も
有
之
由
二
付
、
・
外
家
主
共
気
受
不
二
由
、

然
処
今
般
願
気
候
捨
子
養
育
所
之
儀
は
下
谷
練
塀
小
路
辺
仮
宅
松
平
大
学

頭
家
来
医
師
福
光
道
甫
儀
ハ
元
神
田
仲
町
上
町
目
蓋
兵
衛
店
二
罷
在
、
前

書
栄
次
郎
と
は
別
懇
二
有
之
、
道
三
儀
捨
子
養
有
所
三
儀
年
来
心
懸
工
夫

目
論
見
候
三
共
、
武
家
家
来
之
身
分
二
三
栄
次
郎
、
同
人
右
出
訴
為
三
三

三
二
御
座
候
、
素
6
同
人
儀
強
く
相
進
候
爵
も
無
目
由
二
相
聞
申
候

右
之
通
二
而
捨
子
養
育
所
入
費
之
儀
は
、
町
3
番
屋
髪
結
床
其
外
無
地
代

二
而
住
居
罷
三
三
も
の
共
6
、
場
所
三
二
回
し
軽
キ
地
代
為
差
出
候
回
申

’
立
候
三
共
、
髪
結
床
ハ
何
れ
も
株
主
有
之
月
一
揚
銭
取
之
番
屋
之
儀
も
表
「

立
三
儀
F
は
無
御
座
候
三
共
、
多
《
ハ
内
実
持
主
有
之
三
又
揚
銭
等
も
有

之
（
以
下
欠
）

　
　
　
無
器
位
置
塑
選

一
神
田
仲
町
壼
町
目
無
主
栄
次
郎
煩
二
立
代
源
兵
衛
奉
申
上
候
、
捨
子
養

育
所
三
儀
二
三
去
三
年
十
月
三
六
日
御
訴
訟
四
三
上
下
処
、
今
日
被
召

出
御
糺
奉
請
候
処
、
右
は
訴
状
面
不
行
届
東
遊
御
座
候
問
何
卒
以

御
慈
悲
一
，
ト
先
訴
状
御
下
り
被
成
下
古
田
様
奉
願
上
種
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
田
仲
町
登
町
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
主
栄
次
郎
煩
申
付
代

安
政
五
午
年
三
月
入
日

御
番
所
様

　
　
　
　
　
源
丘
ハ
衛
印

五
人
組
　
　
勝
五
郎
印
．

名
主
仁
左
衛
門
煩
二
無
代

　
　
　
　
　
定
吉
印

［
緯
繍
耀
螺
韓
禦
灘
哩
－
こ
」

史
料
二
、
摂
待
所

　
　
（
「
市
中
取
締
績
類
集
」
町
人
諸
願
之
部
、
「
市
中
取
締
書
留
」
よ
り
）

舞
二
成
年
三
月

　
柳
原
土
手
外
明
桜
江
衆
人
摂
待
所
取
建
度
願
調
・

　
　
雛
が
繋
三
三
療
．

一
岩
附
町
家
持
三
郎
兵
衛
回
申
上
候
、
近
年
天
変
地
回
数
度
二
御
座
三

三
、
引
回
一
両
年
以
来
諸
色
回
米
債
と
も
高
直
二
黒
諸
人
三
三
不
少
、
．

右
二
付
身
分
之
程
も
不
顧
不
相
当
之
大
願
を
登
歎
願
奉
申
上
候
、
趣
意

左
二
三
申
上
下

一
神
田
柳
原
御
土
手
外
事
時
明
地
二
相
成
居
候
、
御
地
所
望
儀
は
東
之
方

神
田
川
岸
通
西
之
方
御
土
手
二
而
、
四
面
扇
田
火
災
之
消
防
屈
寛
之
御

地
三
二
御
座
候
二
付
、
右
明
地
之
弓
長
四
百
七
拾
三
余
回
忌
明
地
三
三

給
圃
面
之
通
拝
借
奉
願
上
度
、
、
三
拝
借
地
江
衆
人
摂
待
所
ど
唱
、
間
口

一
ド
ニー



九
尺
二
奥
行
試
問
宛
之
小
屋
数
九
六
百
軒
常
並
力
を
以
盲
点
度

一
螺
寡
孤
猫
之
も
の

一．

ﾜ
躰
不
具
成
も
の
　
　
　
　
　
’
　
　
、
　
　
．

一
家
族
多
二
而
稼
手
薄
之
も
の

疏
開
外
困
窮
二
付
右
小
屋
入
論
調
出
候
も
の
ハ
、
何
も
五
拾
ヶ
月
三
三

無
代
二
而
差
置
、
小
屋
入
年
限
卑
情
質
素
倹
約
ヲ
悪
相
守
隅
蓋
世
摂
待

’
所
は
不
雷
干
世
話
役
之
も
の
三
三
、
柳
三
共
三
物
を
受
具
申
、
都
而
諸

雑
用
不
相
掛
冠
取
回
差
置
候
ハ
・
、
自
と
窮
迫
も
相
三
三
申
三
二
三
三

洋
算
面
掛
構
内
江

一
幼
童
手
跡
算
術
指
南
所
　
　
」
．
登
ヶ
所

一
幼
女
縫
針
髪
結
三
業
指
南
所
　
　
壼
ヶ
三

一
小
児
種
痘
所
　
　
　
‘
　
　
　
　
壼
ヶ
所

右
教
諭
所
式
ヶ
三
種
三
所
壼
ヶ
所
補
三
三
、
・
教
導
之
も
の
差
置
幼
童
三

二
致
度
、
右
拝
借
地
為
書
冥
加
一
ヶ
年
二
金
五
拾
両
上
納
仕
者
共
、
又

御
用
人
足
御
入
用
之
節
ハ
登
ヶ
年
二
人
数
五
百
人
宛
之
御
奉
公
手
相
勤
・

候
共
仕
度
愚
存
候
問
、
何
卒
以
・

御
仁
恵
御
地
所
拝
借
被
仰
付
、
摂
待
所
起
立
御
三
三
三
成
下
置
候
様
偏
・

・
奉
願
上
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
附
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
持
，

　
　
文
久
二
戌
年
二
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
願
　
人
　
三
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
人
組
　
清
兵
衛

　
「
御
奉
行
所
様

書
面
三
郎
兵
衛
願
出
候
神
田
柳
原
土
手
外
神
田
川
岸
通
明
地
之
内
、
「
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

，
サ
四
百
七
拾
間
余
巾
拾
間
舌
下
所
拝
借
致
し
、
摂
待
所
と
唱
小
屋
数
九

六
百
軒
余
自
ガ
ヲ
三
三
理
、
繰
三
三
濁
三
三
爪
外
稼
手
薄
遺
漏
杯
無
賃

二
三
五
拾
サ
月
之
間
小
屋
三
三
致
、
旧
用
商
人
出
稼
之
輩
6
地
代
取
立

右
ヲ
旧
記
入
用
仕
梯
、
三
拝
借
地
為
冥
加
壼
ヶ
年
五
拾
両
上
納
仕
度
三

具
出
単
二
付
、
町
年
寄
方
二
而
取
調
候
処
罰
≧
差
障
も
有
之
候
間
、
願
旧

基
不
潔
及
御
沙
汰
訴
状
御
下
ヶ
相
単
寧
方
と
奉
存
候

　
成
二
月
　
　
　
　
噛
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
市
中
取
締
懸

書
面
三
郎
兵
衛
願
三
三
品
≧
差
障
も
有
之
候
類
型
共
勘
弁
仕
手
上
四

通
、
不
三
三
御
沙
汰
方
可
然
奉
三
三

　
　
成
三
月
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
北
市
中
取
締
懸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

（
挿
入
紙
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
三

書
面
三
郎
兵
衛
願
之
趣
二
一
差
障
も
有
之
、
潜
思
共
勘
弁
仕
申
上
四
通
　
　
一

不
被
及
御
沙
汰
方
可
然
奉
存
候

　
　
成
三
月
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
・
　
　
　
北
市
中
取
締
懸

（
挿
入
紙
）

書
面
三
郎
兵
衛
願
出
候
神
田
柳
原
土
手
外
神
田
川
岸
通
明
地
盤
内
長
サ

四
百
七
拾
三
余
巾
拾
重
三
三
所
拝
借
い
回
し
、
摂
待
所
と
唱
小
屋
数
九

六
百
軒
余
自
力
を
三
三
理
、
繰
三
二
濁
之
も
の
其
外
稼
手
削
回
も
の
杯

無
賃
二
士
五
拾
ヶ
月
之
間
小
屋
三
三
致
、
日
用
商
人
出
稼
之
も
の
6
地
，

代
取
立
右
を
以
諸
入
用
仕
梯
、
三
拝
借
地
三
三
加
登
ヶ
年
五
拾
両
上
納

仕
度
三
三
出
三
二
付
、
町
年
寄
方
二
一
取
調
候
虞
、
品
一
差
障
も
有
之
三

間
、
願
三
三
不
三
三
御
沙
汰
訴
状
御
下
相
成
三
方
と
三
三
候

　
　
成
二
月
遅
　
」
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
市
中
取
締
掛



柳
原
土
手
外
神
田
川
岸
通
り
江
衆
人
摂
待
墨
取
建
願
二
付
取
調
申
上
候

書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
機
圏
國
國
儲
凹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
　
年
　
寄

岩
附
町
家
持
三
郎
兵
衛
相
願
候
は
、
近
年
天
変
地
映
数
度
一
御
座
候
処
、

引
続
一
両
年
以
来
諸
色
野
景
債
共
高
直
丁
付
諸
人
難
渋
不
少
、
依
之
神
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柳
原
土
手
外
神
田
川
岸
通
り
明
地
之
内
長
サ
四
百
七
拾
間
余
巾
三
間
余
三

所
拝
借
仕
、
右
拝
借
地
平
衆
人
摂
待
所
と
唱
間
口
九
尺
二
奥
行
戴
間
宛
之

小
屋
数
九
六
百
軒
余
自
力
を
以
補
理
、
螺
寡
孤
濁
之
者
五
躰
不
具
成
者
家

族
多
日
而
稼
手
薄
之
者
右
世
外
小
屋
冷
血
申
出
候
者
は
、
何
れ
も
五
拾
ヶ

月
之
間
無
代
ス
而
差
置
小
屋
入
年
限
中
専
質
素
倹
約
を
為
拙
守
、
讐
は
摂
、

臥
所
は
不
及
申
世
話
役
之
者
共
迄
柳
成
獣
謝
物
を
受
不
乱
、
都
転
籍
雑
用

不
相
懸
様
取
斗
差
置
結
言
・
自
ラ
窮
迫
も
相
弛
可
浮
野
井
右
構
内
江
幼
童

、
手
跡
算
術
指
南
所
壼
ヶ
所
幼
女
縫
針
髪
結
手
業
指
南
所
壼
ヶ
所
小
児
種
痘
9

所
壼
ケ
所
整
理
教
導
三
者
差
置
、
糎
幼
童
監
督
致
且
右
構
内
江
春
米
渡
世
炭

薪
渡
世
等
三
三
拾
五
業
日
用
商
人
出
稼
小
屋
四
拾
五
軒
取
建
、
右
商
人
共

6
地
代
取
立
右
を
以
摂
待
所
汐
入
用
篠
彩
小
屋
普
請
井
世
話
役
組
分
等
三

音
、
右
拝
借
地
野
臥
加
登
ヶ
年
山
金
五
拾
両
上
納
仕
地
階
又
は
御
用
人
足

御
入
用
之
節
は
壼
ヶ
年
二
人
数
五
百
人
宛
之
御
奉
公
相
勤
度
奉
移
身
間
、

御
地
所
拝
借
被
仰
付
摂
待
所
起
立
御
赦
免
被
成
下
度
願
訴
状
入
用
産
出
之

方
書
付
井
農
圃
面
共
御
渡
取
調
可
申
上
陰
野
仰
渡
候

回
附
町

　
　
　
家
持

　
願
人
　
三
郎
兵
衛

　
右
翼
者
申
立
候
は
今
般
相
等
候
摂
待
監
置
内
江
世
話
役
至
悪
人
差
置
旧

　
者
共
は
常
住
二
三
人
別
三
儀
は
摂
待
三
江
差
加
候
様
仕
度
、
右
之
者
居

　
所
普
請
之
儀
は
摂
待
三
二
弓
取
回
申
度
、
日
用
商
人
家
之
儀
は
何
．
も
自

　
分
普
請
二
而
取
建
候
三
共
、
人
別
三
儀
は
元
三
二
差
置
候
様
仕
度
、
教

　
諭
所
戴
ヶ
所
種
痘
所
登
ヶ
所
普
請
之
儀
は
摂
待
所
持
二
三
取
回
何
も
火

㌧
焚
所
家
作
仕
、
教
導
通
者
人
別
空
論
も
矢
張
其
侭
元
地
二
差
置
三
度
、

　
．
小
屋
入
之
者
共
人
別
は
是
以
元
地
二
差
置
月
数
五
十
ヶ
月
限
り
出
差

　
置
、
月
切
之
後
跡
聖
人
坤
出
候
順
を
以
為
引
移
連
一
相
続
仕
度
、
尤
構

　
内
之
儀
は
諸
贅
を
省
キ
摂
待
所
之
儀
は
町
年
寄
直
支
配
受
音
度
段
申
立

　
之
候
、
別
紙
摂
待
所
掟
書
壼
冊
差
出
申
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
一
前
書
三
郎
兵
衛
身
元
一
億
町
役
人
共
江
申
付
内
密
為
取
調
随
処
、
同
人

　
儀
は
右
町
二
年
来
罷
在
質
渡
世
井
田
安
殿
女
中
小
買
物
仕
、
間
口
四
間

　
愚
行
載
三
間
沽
券
金
五
百
両
之
地
所
所
持
仕
、
右
所
持
地
面
内
江
五
三

　
　
三
二
間
之
自
分
建
家
作
二
住
居
仕
、
試
問
二
九
尺
之
土
蔵
壼
ヶ
所
司
間

　
　
二
式
過
半
之
同
続
鑛
土
蔵
壼
ヶ
所
所
持
、
家
内
之
儀
は
其
身
妻
女
悔
言

　
男
三
人
都
合
上
下
五
人
際
遇
相
暮
、
是
迄
蒙
　
御
替
遍
照
儀
無
御
座
候

　
段
町
役
人
共
申
立
瀬
切

右
取
調
候
処
前
書
零
墨
御
座
候
摂
待
所
と
申
名
目
二
は
御
座
候
得
共
、
全

雪
避
愚
闇
新
開
町
屋
取
建
日
用
出
稼
商
人
共
江
廻
附
候
見
込
と
相
見
江
、

・
其
上
町
年
寄
直
支
配
諸
候
様
旨
趣
は
自
然
最
寄
名
主
共
差
圃
も
受
不
悪
様

成
行
世
心
哉
、
且
今
般
摂
待
選
取
悪
相
願
候
場
所
は
神
田
川
縁
柳
原
土
手

切
石
置
場
二
三
、
御
材
木
石
奉
行
進
退
之
場
所
二
而
、
其
外
患
会
所
油
会
所

炭
会
所
弓
取
建
有
之
、
三
等
は
御
勘
定
所
持
三
三
二
三
三
三
右
川
縁
之
内

和
泉
三
際
新
シ
三
際
里
俗
大
根
川
岸
と
三
唱
候
場
所
は
町
方
持
二
三
三

共
、
右
は
至
而
僅
二
而
重
も
こ
他
向
進
退
場
二
も
有
之
、
何
レ
も
元
地
二

　　　一　三一



人
別
有
之
出
稼
之
場
所
二
三
旧
記
三
三
段
不
都
合
三
三
筋
骨
付
、
御
三
三

等
は
申
立
候
野
江
、
自
鯨
之
響
岩
も
相
成
鶴
間
不
被
及
御
沙
汰
御
亭
と
奉

存
候
、
前
言
組
市
中
取
締
方
江
も
御
渡
御
座
蟹
隈
仕
度
奉
存
候
、
依
之
御

渡
之
訴
状
別
需
井
給
気
面
共
返
上
仕
、
願
人
差
出
候
掟
書
相
添
此
段
申
上

候
、
以
上

　
戌
二
月
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
館
　
市
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
樽
藤
左
衛
門

摂
待
所
掟
書

岩
附
町

　
　
家
持

　
願
人
　
三
郎
兵
衛

　
　
　
掘
律
離
詮
四
頁
参
照
．

一
御
公
儀
様
御
法
度
之
儀
は
不
及
申
上
時
之
御
燭
堅
相
良
可
申
候
、
且
火

色
元
之
儀
は
先
前
6
厳
重
御
鯛
御
座
候
盛
付
銘
一
心
付
言
申
は
勿
論
二

有
之
候
所
、
當
構
内
之
儀
は
窮
民
扶
育
之
為
莫
大
之

御
仁
徳
を
以
御
地
所
拝
借
被
仰
付
、
摂
待
所
起
立
之
豊
幡
赦
免
被
成
下

置
候
場
所
柄
之
配
賦
付
、
構
内
一
統
之
者
共
平
常
雪
解
怠
火
之
用
心
精

一
心
付
可
申
、
萬
一
構
内
6
火
災
登
り
類
焼
等
も
有
之
候
而
は
、
素
6

困
窮
難
渋
人
而
己
之
儀
二
付
、
即
座
二
多
人
数
路
頭
こ
そ
候
外
手
段
有

之
聞
時
候
間
、
右
芝
之
儀
粘
土
墨
差
含
相
互
二
野
合
風
立
候
鳥
は
、
可

相
成
丈
他
出
不
致
様
心
懸
可
申
、
．
萬
一
．
火
之
元
麓
略
二
致
候
者
有
之
三

口
・
無
用
捨
元
町
引
渡
回
申
候
、
右
様
之
者
見
聞
鞍
壷
共
不
知
躰
二
見

三
三
三
三
も
同
様
元
町
江
引
渡
回
申
候
問
、
三
等
三
儀
無
之
二
心
．
付
合

　
可
畑
瀬
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

一
親
子
兄
弟
之
内
無
振
止
宿
垂
々
候
節
は
摂
待
三
江
急
度
相
掴
差
図
を
受

　
止
宿
塁
塞
候
は
格
別
、
其
外
何
程
懇
意
之
智
計
共
止
宿
為
致
申
開
敷

　
候
、
若
同
居
人
差
置
候
ハ
・
始
メ
小
屋
入
之
振
合
を
以
其
者
家
主
同
道

　
二
而
可
申
出
旧
事

　
　
　
但
し
親
子
兄
弟
二
三
も
一
夜
を
限
り
回
申
三

一
小
屋
入
之
者
家
内
和
順
は
勿
論
同
宿
三
者
と
親
旧
睦
合
回
申
候
、
惣
而

　
喧
嘩
口
論
物
騒
三
人
三
等
決
而
三
間
敷
三

二
小
屋
入
三
者
絹
布
三
衣
服
所
持
有
之
三
三
は
勿
論
二
有
之
候
所
、
回
心

　
得
三
二
而
他
借
三
共
着
服
無
用
旧
事

一
同
宿
三
者
之
内
日
数
十
五
日
以
上
長
病
相
三
三
成
兼
候
程
四
病
者
有
之

　
候
ハ
・
、
小
屋
組
合
三
者
打
寄
世
話
致
し
遣
し
回
申
、
若
病
死
致
三
共

　
多
人
数
二
而
葬
式
送
り
三
間
敷
、
組
合
内
二
限
り
可
申
些
事

一
小
屋
組
合
三
儀
は
讐
は
い
印
三
番
三
三
屋
6
同
五
番
迄
人
数
四
五
人
宛

　
一
ト
組
合
之
定
メ
、
絵
は
右
二
醜
し
日
用
商
人
是
又
同
様
組
A
口
可
申
、
、

　
若
組
合
之
内
不
取
締
之
儀
有
之
候
歎
不
福
者
有
之
候
ハ
・
、
組
合
之
内

　
6
取
三
三
行
届
不
申
程
之
仕
儀
二
有
之
逐
一
・
摂
待
所
望
可
申
出
、
乍

　
去
事
柄
麗
便
二
取
鎮
候
を
組
合
判
者
規
腿
有
之
候
事

一
小
屋
入
信
者
店
賃
男
君
諸
雑
費
不
相
掛
様
取
斗
差
置
候
所
、
年
限
中
二

　
遠
景
致
し
済
方
二
差
支
貸
主
よ
り
摂
待
所
江
申
出
三
儀
杯
有
之
一
匹
は
、

　
折
角
小
屋
二
入
撰
候
詮
も
無
極
畢
尭
は
不
身
持
6
事
認
り
候
間
、
右
様

　
懸
り
合
分
申
出
候
者
取
調
之
上
元
町
江
引
渡
可
申
候
問
、
右
様
之
儀
無

　
之
様
常
一
心
懸
ケ
当
事
質
素
倹
約
を
第
一
二
相
守
、
年
限
中
二
身
分
相

　
鷹
之
手
当
金
貯
提
燈
至
心
懸
ヶ
候
ハ
・
、
乍
恐
莫
大
之
　
御
恩
沢
江
奉

　
封

「
西一



御
璽
光
速
二
相
顕
候
様
夫
≧
家
業
相
励
、
良
民
．
二
復
し
尊
意
急
務
と
心

，
得
可
諸
候
事

一
世
話
役
之
者
共
構
音
物
等
は
不
善
導
親
類
縁
者
迄
も
音
信
産
品
物
取
回

忌
而
致
間
敷
、
仮
令
何
等
之
吉
凶
用
談
致
候
共
、
酒
宴
ヶ
間
盤
陀
一
切

致
母
君
敷
候
描

画
之
通
堅
相
守
可
申
候
以
上

右
摂
待
転
意
増
之
掟
書
奉
差
上
候
以
上

　
文
久
二
戊
年
二
月
十
七
日
号
　
岩
附
町
、

願
　
人

五
人
組

三
郎
兵
衛
㊥

清
兵
衛
㊥

　
諸
取
締
入
用
産
出
し
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
附
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
三
郎
兵
衛

一
衆
人
摂
待
所
三
儀
は
専
要
二
贅
を
省
永
久
不
轄
二
相
続
仕
度
愚
意
三
二

奉
申
上
三

一
小
屋
入
望
之
者
は
其
町
家
主
同
道
二
等
申
出
皆
様
仕
度
、
尤
人
別
三
儀

は
小
屋
入
年
限
中
は
其
侭
元
町
二
差
置
、
都
而
公
事
出
入
共
摂
待
三
二

お
み
て
構
回
申
三
三
は
前
度
家
主
江
申
聞
、
其
上
小
屋
入
申
付
候
様
仕

度一
小
屋
入
三
者
　
　
　
　
．
－
馳

御
公
儀
様
御
法
度
三
儀
は
不
回
申
時
之
御
触
堅
守
三
冠
、
惣
而
喧
嘩
口

論
物
騒
三
儀
無
三
三
事
相
慎
、
都
而
同
宿
三
者
と
睦
合
小
屋
三
相
守
可

申
、
三
相
背
三
者
有
之
候
ハ
・
早
一
元
富
江
引
渡
可
申
様
仕
度

一
番
屋
展
望
之
者
有
之
候
節
は
其
者
平
常
之
行
状
相
探
り
、
奢
遊
興
大
酒

を
好
自
然
と
困
窮
二
成
三
三
不
身
持
三
者
相
三
三
直
様
仕
度

一
諾
屋
入
望
之
者
平
常
行
状
茂
宜
全
隊
二
廻
り
答
歌
、
又
は
前
条
三
三
二

准
し
野
禽
、
其
家
主
6
口
入
次
第
小
屋
入
申
付
候
爵
仕
度

一
．
小
屋
三
年
限
中
第
一
質
素
倹
約
を
為
相
守
、
摂
待
藤
井
世
話
役
之
者
は

不
回
申
、
仮
令
為
親
類
共
音
信
之
送
り
陰
野
決
而
為
墨
書
間
敷
、
都
而

同
宿
三
者
三
三
雑
屠
相
懸
候
義
は
相
除
可
申
、
且
小
屋
在
留
中
日
用
之

，
品
批
惣
現
金
二
三
回
申
、
若
脇
産
二
而
貸
売
致
上
銭
相
読
貸
主
6
摂
待

野
江
申
出
候
共
取
扱
不
申
町
回
は
小
屋
三
三
置
、
若
不
相
用
貸
借
出
入

申
出
野
営
有
之
三
面
・
元
町
江
引
渡
回
申
様
仕
度

一
小
屋
世
話
役
之
三
三
武
人
二
相
定
登
三
二
家
数
五
拾
軒
つ
・
世
話
為

致
、
小
屋
入
三
者
不
取
締
無
之
三
三
一
心
附
諸
事
麗
便
二
依
枯
贔
負
無

之
、
平
日
共
労
り
懸
り
候
義
肝
要
二
心
掛
可
三
州

一
惣
小
屋
礎
来
普
請
修
復
三
井
摂
待
所
諸
入
用
産
出
し
方
之
儀
は
讐
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
　
拝
借
地
回
サ
四
百
七
拾
三
二
三
三
三
余

　
此
坪
四
千
七
百
坪
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